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令和７年長久手市教育委員会規則第４号

長久手古戦場記念館条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、長久手古戦場記念館条例（令和７年長久手市条例第２０

号。以下「条例」という。）第２０条の規定に基づき、長久手古戦場記念館

（以下「記念館」という。）の管理及び運営について必要な事項を定めるも

のとする。

（開館時間）

第２条 記念館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、入

館することができるのは、午前９時から午後４時３０分までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、長久手市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び入館時間を変更す

ることができる。

（休館日）

第３条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

⑴ 火曜日（ただし、この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、そ

の翌日以後の最初の休日でない日）

⑵ １２月２８日から翌年の１月４日までの日（前号に掲げる日を除く。）

⑶ 記念館資料の展示替えの作業を行う日として教育委員会があらかじめ定

める日

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、

休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

（指定管理者の指定の申請）

第４条 条例第６条第１項の規定による申請は、指定管理者指定申請書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

⑴ 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
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⑵ 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。）

⑶ 事業計画書

⑷ 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

⑸ 団体の概要及び業務実績を記載した書類

⑹ 誓約書

⑺ 共同事業体構成員届（共同事業体の場合に限る。）

⑻ 共同事業体の協定内容の分かるもの（共同事業体の場合に限る。）

⑼ その他教育委員会が必要と認める書類

（観覧料の納付方法等）

第５条 観覧料は、次の各号のいずれかの方法により納付しなければならない。

⑴ 記念館資料の展示を観覧するまでに、現金により納付する方法

⑵ 指定管理者が特に前号に掲げる方法による必要がないと認める場合にあ

っては、指定管理者が適当と認める方法

２ 市長は、前項の規定により観覧料の納付の手続をした者に観覧券を交付す

るものとする。

３ 記念館資料の展示を観覧しようとする者は、その観覧の際、前項の観覧券

又は招待券を係員に提示しなければならない。

（観覧料の還付）

第６条 条例第１１条第２項ただし書の規定による観覧料の還付は、別表に定

める基準により行うものとする。

（記念館資料の利用等の申請）

第７条 条例第１４条第１項の許可を受けようとする者は、あらかじめ長久手

古戦場記念館資料利用等申請書（様式第２号）を教育委員会に提出しなけれ

ばならない。

（記念館資料の利用等の決定）

第８条 教育委員会は、条例第１４条第１項の許可をしたときは長久手古戦場

記念館資料利用等許可書（様式第３号。以下「許可書」という。）を、許可
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をしないときは長久手古戦場記念館資料利用等不許可通知書（様式第４号）

を申請者に交付するものとする。

（記念館資料の利用等の取消し）

第９条 条例第１４条第１項の許可を受けた者（以下「許可を受けた者」とい

う。）は、記念館資料の利用等の許可の取下げの申出をしようとするときは、

あらかじめ長久手古戦場記念館資料利用等許可取下申出書（様式第５号）を

教育委員会に提出しなければならない。

２ 前項の規定による申出は、許可書を添えて行わなければならない。

（記念館資料の利用後の届出等）

第１０条 許可を受けた者は、記念館資料の利用等が終わったときは、直ちに

その旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。

（許可を受けた者の遵守事項）

第１１条 許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

⑴ 利用等の許可を受けていない記念館資料の利用等をしないこと。

⑵ 次条各号に規定する行為をしないこと。

⑶ 記念館資料の保存に悪影響を及ぼし、及び観覧者の観覧に支障を来す行

為をしないこと。

⑷ 係員の指示に従うこと。

（利用者の遵守事項）

第１２条 記念館の利用者及びその関係者は、次の事項を守らなければならな

い。

⑴ 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

⑵ 所定の場所以外で飲食しないこと。

⑶ 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

⑷ 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まない

こと。

⑸ 許可を受けないで広告類等の掲示又は配布をしないこと。
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⑹ 許可を受けないで施設又は敷地内において、物品等の展示、販売、金品

の募集等の行為をしないこと。

⑺ その他記念館の運営に支障を来す行為をしないこと。

（読替規定）

第１３条 条例第５条の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合

においては、第５条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え

るものとする。

（委任）

第１４条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理及び運営に関し必要な

事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月９日から施行する。

（準備行為）

２ 第４条の規定による指定管理者の指定の手続、その他記念館を供用するた

めに必要な準備行為は、この規則の施行の日の前においても、行うことがで

きる。

別表（第６条関係）

観覧料の還付基準

区分 還付率

災害その他観覧料を納付した者の責めに帰すことができない事

由によって観覧ができなくなった場合（年間観覧料を納付して観

覧する場合を除く。）

１００％

その他特別の理由がある場合 その都度市長

が定める還付

率



様式第１号（第４条関係）

指定管理者指定申請書

年 月 日

長久手市教育委員会 殿

申請者 主たる事務所の所在地

名 称

代表者氏名

長久手古戦場記念館の指定管理者の指定を受けたいので、長久手古戦場記念

館条例第６条第１項及び長久手古戦場記念館条例施行規則第４条の規定により

申請します。

（添付資料）

１ 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

２ 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。）

３ 事業計画書

４ 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

５ 団体の概要及び業務実績を記載した書類

６ 誓約書

７ 共同事業体構成員届（共同事業体の場合に限る。）

８ 共同事業体の協定内容のわかるもの（共同事業体の場合に限る。）

９ その他教育委員会が必要と認める書類



様式第２号（第７条関係）

長久手古戦場記念館資料利用等申請書

年 月 日

長久手市教育委員会 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号

（団体の場合は所在地、名称、代表者名）

次のとおり長久手古戦場記念館に収蔵している資料の利用等を申請します。

注意事項

１ ※の欄は記入しないでください。

２ 「輸送方法」は、館外貸出しの場合のみ記入してください。

３ 館外貸出しの場合は、貸出しを受ける施設の概要（設置に係る条例、規約、

組織図等）、展示計画等を明らかにした書類を添付してください。

内 容 撮影 ・ 模写 ・ 模造 ・ 熟覧 ・ 館外貸出し

資 料 名

数 量

利用目的

利用日時

年 月 日（ ）午前・午後 時 分 から

年 月 日（ ）午前・午後 時 分 まで

利用責任者

住 所

氏 名 電話

輸送方法
受付番号

※

備 考



様式第３号（第８条関係）

長久手古戦場記念館資料利用等許可書

年 月 日

様

長久手市教育委員会

次のとおり許可します。

注意事項

１ 資料の利用前までに、必ず職員と打合せを行ってください。

２ 資料の利用当日、申請者は、必ずこの許可書を携帯してください。

３ 資料の利用に当たっては、長久手古戦場記念館条例及び長久手古戦場記

念館条例施行規則を守るとともに、職員の指示に従ってください。

申 請 日 年 月 日

内 容 撮影 ・ 模写 ・ 模造 ・ 熟覧 ・ 館外貸出し

資 料 名

数 量

利用目的

利用日時

年 月 日（ ）午前・午後 時 分 から

年 月 日（ ）午前・午後 時 分 まで

利用責任者

住 所

氏 名 電話

輸送方法

許可の条件

受付番号 備考

第 号



様式第４号（第８条関係）

長久手古戦場記念館資料利用等不許可通知書

第 号

年 月 日

様

長久手市教育委員会

年 月 日付けで申請のありました長久手古戦場記念館資料の

利用等については、下記の理由により許可できないので通知します。

記

申請者名

資 料 名

理 由



様式第５号（第９条関係）

長久手古戦場記念館資料利用等許可取下申出書

年 月 日

長久手市教育委員会 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号

（団体の場合は所在地、名称、代表者名）

次のとおり長久手古戦場記念館資料の利用等を取下げます。

注意事項

取下げの際は、長久手古戦場記念館資料利用等許可書を添付してください。

内 容 撮影 ・ 模写 ・ 模造 ・ 熟覧 ・ 館外貸出し

資 料 名

数 量

取下理由

取下前の許可年月日 年 月 日

取下前の受付番号 備考

第 号


